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海上保安庁の救助・救急体制

１ 海上保安庁の救助体制
２ 令和３年度の救急活動の実績
３ 救急員の運用
４ 技能維持

令和４年５月２５日

海上保安庁 警備救難部 救難課
医療支援調整官 佐々木 崇夫

令和4年度全国メディカルコントロール協議会連絡会（第１回）



【 情 報 入 手 か ら 救 助 完 了 ま で の 流 れ 】

１ 海上保安庁の救助体制



【燃料補給作業支援】

負傷者吊上げ後ヘリは離島へ

離島で負傷者を回転翼機から固定翼機へ

巡視船から離船 負傷者救助に向かう

航空基地

回転翼機による救助

巡視船を経由してヘリコプターによる搬送

巡視船、飛行機、ヘリコプターによる搬送

負傷者吊上げ

負傷者引継ぎ
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船

航空基地又は医療機関

傷病者引継ぎ

負傷者吊上げ

進出

傷病者搬送

傷病者搬送

進出

進出

傷病者搬送
傷病者搬送

進出

進出

傷病者搬送
離島空港離 ・ 傷病者搬送

進出 ・ 離島空港着陸

傷病者搬送

着
船離

船

進出

傷病者引継ぎ

航空基地又は医療機関

ヘリコプター又は巡視船単独による搬送

１ 海上保安庁の救助体制
【 傷 病 者 の 搬 送 パ タ ー ン 】
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１ 海上保安庁の救助体制

機 動 救 難 士
所属 航空基地等（全国に９か所）
人数 各９名
資格 救急救命士または救急員

所属 潜水指定船（全国に２２隻）
人数 各４名または７名
資格 救急員

潜 水 士

所属 羽田特殊救難基地
人数 ３８名
資格 救急救命士または救急員

特 殊 救 難 隊

【 救 助 ・ 救 急 体 制 】



※１ CBRNE:
Chemical(化学),Biological,
(生物)Radiological(放射性
物質),Nuclear（核）
Explosive(爆発物)に起因する
災害。

※２ 航空機の搭乗を考慮して、
一定の制限を設けている。

※３ 混合ガス潜水資器材を使用し
た場合に限り、深度60ｍまで潜
水可能。

救急救命士・救急員を配属
「リペリング降下」等

（ロープを使って自力で降下）
潜水・60m※３

高度な知識・技術を必要とする特殊海難における人命・財産の救助特殊救難隊
Special

Rescue Team

救急救命士・救急員を配属「リペリング降下」等
（ロープを使って自力で降下）

潜水・８m※２

ヘリコプターと連携した吊上げ救助等迅速な人命救助機動救難士
Mobile Rescue 

Technicians

潜水・40m
「ホイスト降下」等

（ウインチを使って降下）

潜水技術を必要とする海難における人命・財産の救助等潜水士
Diver

救急員
を配置

１ 海上保安庁の救助体制
【 救 助 部 隊 の 特 色 】
潜 水 航空救難 救 急 火災危険物
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　急患輸送 洋上救急 　陸陸間搬送 　その他 小計
軽症 17 0 59 3 79
中等症 33 2 70 7 112
重症 15 3 45 1 64
重篤 2 1 24 4 31
死亡 5 0 0 16 21
小計 72 6 198 31 307

２ 令和３年度の救急活動の実績



３ 救急員の運用

救急員:救急救命士の補助

救急救命士

平成31年4月からの救急活動

救急員:単独措置

令和3年8月からの救急活動

○ 平成31年4月1日に救急員制度を創設
○ 救急救命士を補助して行う応急処置を実施可能とし、

洋上における救急体制をより一層充実させる。

制
度
創
設

○ 指名数 :救急員76名（令和3年3月15日現在）
○ 対応件数:247症例、応急処置等1089件

（平成31年4月1日～令和2年12月31日）

実

績

○ 庁内検証、医師検証の実施
○ 海上保安庁メディカルコントロール協議会総会で審議

⇒令和3年3月、救急員単独での応急処置実施の承認

事
後
検
証

○ 関係規則等の改正
⇒令和3年8月、救急員単独での応急処置を開始

単
独
処
置



４ 技能維持

救急活動現場を再現した模擬訓練で経験を補完

【海上保安庁の救急活動現場の特色】
○ 救急業務、救助業務を兼務
○ 消防救急隊員に比べ、件数が少ない
○ 中等症以上の傷病が多い
○ 管区ごとに、実績・処置内容が異なる
○ 救急搬送専用仕様でない狭隘な機内での措置
○ 搬送時間が⾧い ⇒ 処置時間が⾧い
○ 傷病者が外国人であることが散見

【特色から生ずる課題と対策】
○ 多岐にわたる業務・習得すべき技能
○ 経験の付与
○ 救急救命士・救急員の技能格差
○ ⾧期搬送、機内環境に応じた処置の確認

【シミュレーション訓練の導入】
○ 訓練目的
 活動時における総合的な能力の維持・向上
 特殊性に応じた対応の構築・情報共有
 救急救命士・救急員の技能格差を解消

「基地⇔基地」間で実施

函館航空基地

【コントローラー】
○ 想定付与
○ 訓練評価者（複数）

石垣航空基地

【プレーヤー】
○ 救助者
○ 要救助者
○ 船員等関係者
○ 訓練補助者



４ 技能維持
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航空基地出発 負傷者吊上げ・反転現場海域進出 傷病者搬送 航空基地帰投

Ｂ航空基地

想定付与

行動ﾁｪｯｸ

【コントローラー】
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Ａ航空基地

【プレーヤー】

訓練状況を電送

基地内活動 出発・現着 傷病者接触 機内活動 引継ぎ

訓
練
チ
ェ
ッ
ク
項
目

テレビ会議システムで訓練を進行


